
(法第28条第1項関係様式）

2○14年度の事業報告書

2○14年4月1日から2○15年3月31日まで

特定非営利活動法人ま一ぶる

1事業実施の成果

2○14年度は､6月の総会において､重症心身障害児放課後等デイサービスの設置が承認され、

中京区においての新規事業所の立ち上げに向けて準備が始まった年であった。

市内では重心児童デイを行っているのは6月時点では○．

8月に1カ所開所したのみであった。（2○15年3月末に重心の言板を下ろしてしまった）

ショートステイで児童に関わる機会が増えてくる中で、重心と言われる子どもたちの行き場

がなく、親たちも心身ともに追い詰められていっている状況を目の当たりにていたところへ、

格安での土地の提供（借地）の話があったり、制度の見直し年を前に、今立ち上げるべきであ
るとのア牌バイスをいただく機会があったりして、踏み切ることになった。

法人設立5年目で、様々なことの矛盾点や、修正が必要であると認識されてきた中で、同時に

新規事業開設に向けて動き出すことの不安もありながら、様々な条件を合わせて検討する中で、

今やるべきことであると判断をし、進めてきた。

7月、11月、2月、3月と年度内に5人の正職員の退職があり、職員体制も厳しくなる

中で、一部の方に利用事業所を変えていただくなどの協力をいただきつつ、－時は新規事業に

ついて、いったん凍結すべきではないかとの迷いもありながらも、ご本人、ご家族、そして、

スタッフの皆さんに協力いただき、年度末には2○15年6月開所という見通しも立てること

ができた。

各事業については、居宅ま一ぶるについては特に1月から一部ご利用を中止して他事業所へ

移っていただくことでヘルパー不足の課題をすこし緩和できるようにはかっていき、ショート

ステイ|まれ|まれについてもご利用希望者の曜日の調整をさせていただいて、不開催の日を増や

していく。学生バイトの夜勤者の配置を行うことで、特に常勤スタッフの負担を軽減するよう

に取り組んでみたが、学生のバイトについてはやはり、業務の流れ、手|||頁を覚えるまでに時間

がかかり、なかなか戦力となりきることができなかった。

デイサービスぽぼろでは、新規利用となった方のうち、4人の方が精神疾患とともにあり、

事業所としては経験が浅い精神陣がいとともにある方との関わり方について、嘱託医にも相談

しながら進めてきているが、精神陣がいとともにある方の受け入れについては、様々な面でこ

れ以上の人数は困難であると思われる。

また、開所当初から利用されていた方が、昨年度あたりから、利用者の数が増える中で不安

定になることが多くなり、他利用者への暴力、破壊行為などにいたり、年度末をもって退所と

なった。この方への関わりについては、私たちのみではなく、I章がいとともにある方の育ち、

教育、進路指導、通所施設における受け止め。支援センター、福祉事務所の支給決定のあり方

（考え方）など、本当に様々な課題を提示されたと感じている。ぽぼろはクローズとなった

ものの、居宅介護はま－ぶるを利用されており、今後もご本人の生活について共に考えていき

たい。

職員の育成について、1年を通して、ヘルパー研修を一般に公開し、ま一ぶるゼミと銘打

って様々な方に講師に来ていただいて行ってきたが、勉強になることはあるものの、どうして

も、一方的に間いてる。ということで終わってしまい、そこで学んだことをどう生かしていく

か。というフォローアップができず､場合によっては、講師の意図を誤解したままであったり、

自らが行っている支援と結びつけることができずにいたり、といった面も見受けられた。今後

の研||琴①撞乙方に.ilTの課題となっている。



2事業の実施に関する事項

（1）特定非営利活動に係る事業

(2)その他の事業

事業程 事業内容

実施

日時

実施

場所

従事者

の人数

受益対象者

の範囲及び

人数

支出額

(千円

自立支援事

業

障害者自立支援法に基づく

障がい児者への重度訪問介

護､居宅介護事業､行動援

護､移動支援事業､生活介護

及び､短期入所事業。

2014年4ノ

1日から

2015年3喉

31B

各利用者

宅及びま

－ぶる事

業所

25人 自立支援法に

より受給者証が

発行されている

障がい児者

70入

34，238

障がい児者

への居宅介

護事業(ｵﾌ゙

ｼｮﾝ）

障害者自立支援法に基づか

ない居宅介護事業

2014年4提

1日かE

2015年3族

31E

利用者雫 4人 自立支援法に

基づかない和

的契約の障力

し 児者 ●
● 3人

5,478

福祉有償運

送

道路交通法に基づく福祉有

償運送事業

2014年4児

1日かを

2015年3月

31日

京都市防 5人 法人会員のうち

12人 6，847

事業巷 事業内容

実施

日時

実施

場所

従事者

の人数

受益対象者

の範囲及び

支出額

(千円）

物品販売 オリジナル商品を作成して物

品販売を行う｡SNS.HPを利用

しての広告協賛により、寄付

金を集める。

2014年4

月1日から

2015年：

月31E

市休 2人

87



(法第28条第1項関係様式）

2014年度活動計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

(特定非営利活動法人ま－ぶる）

（単位:円）

I経常収益

受取会妻1

正会員受取会妻

受取寄附金

受取寄付金

2

3．受取助成金等

高齢障害者雇用支援助成金

公益財団法人京都地域創造基金

事業収益4‘

自立支援事業収益

居宅介護(ｵﾌ゚ ｼｮﾝ)事業収入

福祉有償運送事業収入
その他収益5

受取利崖

雑収入

その他の事業収益

経常収益計

Ⅱ経常費用

事業費1．

（1）人件費
給料手当

賞与

法定福利費

福利厚生費

雑給

人件費計

（2）その他経費
広告宣伝費

事務用品費

消耗品費

費
費

議
会

会
諸

雑費

その他経費計

事業費計

管理費2．

（1）人件費

給料手当

賞与

法定福利費

福利厚生費

人件費計

科目
特定非営利活動

に係る事毒
その他の事実 合 計

62,00〔

15,310,007

1,274,57〔

63,99〔

63,874,365

10,219,898

12,774,873

1,505

264,143

87,374

62,00（

15,310,007

1,274,57〔

63,99〔

63,874,365

10,219,898

12,774,873

1,505

264,143

87,374

103,845,35 87,374 103,932,72〔

38，658，91

2,673,000

4,292,365

2,00［

4,44C

38,658,911

2,673,000

4,292,365

2,00〔

4,44〔

45,630,716 （ 45,630,71（

389,236

8,90C

24,288

73,000

68,000

369，616 87,37'

389,236

8,90〔

24,288

73.000

68,000

456,990

933,040 87.37' 1,020,414

46,563,756 87,374 46,651,13〔

9,127,375

340,000

1,742,776

159，968

9,127,375

340,000

1,742,776

159，968

11,370,119 C 11,370,119



（2）その他経費

広告宣伝費

運賃

水道光熱費

事務用品費

消耗品費

賃借料

支払保険料

修繕費

租税公課

減価償却費

接待交際費

旅費交通費

通信費

支払手数料

会議費

諸会費

図書印刷費

雑費

支払利息

その他経費計

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

当期正味財産増減顎

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

鶏０
－
０

81,348,308 87,374 81,435,682

22,497,043

22,497,043

０
－
０

22,497,043

22,497,043

△15,401,828

7,095,215



(法第28条第1項関係様式）

2014年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2015年3月31日現在

（特定非営利活動法人ま一ぶる）

（単位:円）
■q
,陰b
d■ 目

メ
エ

』
■
■
■ 額

95,15ピ

12,540,533

11,385

13,240,067

36,326,848

9,384,896

3,861,335

113,820

2,000,000

0

371,66（

2,047,00（

290,52（

67,769,631



(法第28条第1項関係様式）

2014年度その他の事業に係る事業会計貸借対照表

2015年3月31日現在

（特定非営利活動法人ま－ぶる）
r笛イ吉．［ロ、

■
‐
ｂ
Ｆ
－
■ 巨 夕

ｑ
■ 苧 額■■■

0

0

C

0



(法第28条第1項関係様式）

2014年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2015年3月31日現在

(特定非営利活動法人ま一ぶる）

（単位:円）

目。 宿 要

I資産の音I

1流動資産

現金 現金手元有言

普通預金京都銀行西京極支店

普通預金京都銀行西京極支店

普通預金京都中央信用金庫西京極支店

普通預金滋賀銀行太秦支店

普通預金近畿労働金庫京都支店

通常貯金ゆうちよ

立替金利用者一時立替金

未収入金京都府国民健康保険団体連合会他

前払費用新規事業前払建築費斥

流動資産合計

2固定資産

設備造 作内装設備

車両運搬具車両

工具器具備品介護､事務用母

保証金事業所保証金

固定資産合計

資産合計

Ⅱ負債の部

1流動負債

未 払 金従業員給料等

未払費用 オートローン

預 り金 職員等源泉税､社会保 険

流動負債合計

2固定負債

長期借入金 滋 賀 銀 行 他 借 入

固定負債合計

負債合計

正味財産合計

堂 額

95,155

4,082,148

97,754

310,445

7,345,417

699,774

5,000

11,385

13.240.067

36,326,842

9,384,896

3,861,335

113,820

2,000,000

371,665

2,047,000

290,523

67,769,63

62,213,98〈

15,360,05

2,709,18〔

67,769,631

77,574,034

70,478,819

7,095,215
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2014年度その他の事業に係る事業会計財産目録

2015年3月31日現在

(特定非営利活動法人ま一ぶる）
′笛イ＊．m，

科 目
d

■ 0商要 金藍

0

0

C

0



算書類の〉
■■■

■■■■■

＝

1．重要な会計方針

計算書類の作成は､NPO法人会計基準(2010年7月20日2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は､法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は､法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は､税込経理方式によっています。

(1)

己
一
二
画
・
’
’
’
’
二
画
ニ
ク

２く

2．固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円）

3．借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円）

4．役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円）

科目 期首取得価韻 取得 減少 期末取得価琴 減価償却累計額 期末帳簿価謡

有形固定資眉

設備造作

車両運搬具

工具器具備品

投資その他の資産

差入保証金

合計

17,853,31̂

5,480,14（

2,390,98（

2,000,00（

27,724,45（

2,980,700

2,980,700

17,853,314

8,460,848

2,390,988

2.000.00C

30,705,15C

8,468,41

4,599,512

2,277,16〔

0

15,345,09〔

9,384,896

3,861,335

113,820

2,000,00C

15,360,051

科目 期首残害 当期借入 当期返済等 期末残高

短期借入金

長期借入金

合計

ロ
■

50,117,102

50,117,102

0

35,000,000

35,000,00C

自
画

17,347,471

17,347,471

0

67,769,631

67,769,631

科巨
計算書類に計
上された金額

内役員及び遡
親者との取弓’

(活動計算書）

正会員受取会費

受取寄付金

62,00（

15,310,007

0

15,000,00〔



(法第28条第1項関係様式）

役職名 氏程

理事長 福富恵美子

副理事 山本智子

理事 夜野亮太

理三 三角暢彦

理等 松山尚樹

監琴 篠原文浩

前事業年度の年間役員名簿

2○14年4月1日から2○15年S月31日まで

特定非営利活動法人ま一ぶる

居所

京都市右京区

京都府相楽君I

京都市右京区

鹿児島市

京都市右京区

滋賀県大津床

就任期間

2○14年4月1

日～2○15年E

月31E

2014年4月1

日～2○15年E

月31E

2014年4月1

日～2○15年E

月31E

2○14年4月1

日～2○15年E

月31E

2○14年4月1F

～2○15年9月

S○日

2○14年4月．

日～2015年3月

31B

報酬を受けた

期唐

2○14年4月一

E へ 2○15年

S月31B

報酬なし

報酎|'|なし

報酬なし

2○14年4月1E

～2○14年7尾

31B

報酬なし



(法第28条第1項関係様式）

前事業年度の末日における社員のうち1○人以上の者の名善

2○15年S月31日現在

特定非営利活動法人ま－ぶる

氏名 居所（住所は省略〕

福富恵美子 京都市右京区

山本智子 京都府相楽郡

宇野昭彦 岡山県岡山市

三角暢彦 鹿児島市

篠原文浩 滋賀県大津市

森つか子 京都市右京区

丸国朋子 京都市右京区

山田素代 京都市中京区

高田一範 京都市西京区

安藤美保 京都市中京医


